
広報ごぼう 令和３年７月号 12８

　
法
改
正
に
伴
い
、
令
和
３
年
に

限
り
、
７
月
22
日（
木
）が
海
の

日
、
23
日（
金
）が
ス
ポ
ー
ツ
の
日

と
な
り
ま
す
。
こ
れ
に
伴
い
、
こ

の
２
日
間
、
市
役
所
は
閉
庁
し
ま

す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
７
月
19
日
は
平
日
と

な
っ
た
た
め
、
開
庁
し
ま
す
。

問
　
総
務
課

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
１
６

　
和
歌
山
県
か
ら
里
親
支
援
の
業

務
委
託
を
受
け
て
い
る
里
親
支
援

セ
ン
タ
ー
「
な
で
し
こ
」
に
よ
る

里
親
相
談
会
が
市
役
所
で
開
催
さ

れ
ま
す
。

　
和
歌
山
県
内
に
は
、
さ
ま
ざ
ま

な
事
情
で
保
護
者
と
暮
ら
す
こ
と
が

で
き
な
い
子
ど
も
た
ち
が
い
ま
す
。

　
家
庭
を
必
要
と
す
る
子
ど
も
た

ち
の
た
め
に
、「
お
か
え
り
」
と

「
た
だ
い
ま
」
を
言
え
る
場
所
に

な
り
ま
せ
ん
か
？

　
里
親
に
興
味
・
関
心
の
あ
る
方

は
、
ぜ
ひ
、
相
談
会
に
ご
参
加
く

だ
さ
い
。

　
ま
た
、
相
談
会
に
あ
わ
せ
て
市

役
所
１
階
ロ
ビ
ー
で
里
親
に
関
す

る
パ
ネ
ル
展
示
も
行
わ
れ
ま
す
。

時
　
令
和
３
年
７
月
９
日
（
金
）

　
　
10
時
〜
12
時

　
　
13
時
〜
16
時

場
　
市
役
所
３
階
会
議
室

問
　
社
会
福
祉
課 

福
祉
児
童
係

　
☎
０
７
３
８
・
５
２
・
５
０
３
３

　
　
里
親
支
援
セ
ン
タ
ー「
な
で
し
こ
」

　
☎
０
７
３
６
・
６
９
・
１
０
０
４

〜
犯
罪
や
非
行
を
防
止
し
、
立
ち

直
り
を
支
え
る
地
域
の
チ
カ
ラ
〜

　
毎
年
７
月
を
〝
社
会
を
明
る
く

す
る
運
動
〞
強
調
月
間
と
し
て
、

す
べ
て
の
国
民
が
犯
罪
や
非
行
の

防
止
と
犯
罪
や
非
行
を
し
た
人
た

ち
の
更
生
に
つ
い
て
理
解
を
深

め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
お
い
て

力
を
合
わ
せ
、
犯
罪
や
非
行
の
な

い
安
全
で
安
心
な
明
る
い
地
域
社

会
を
築
こ
う
と
す
る
全
国
的
な
運

動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
御
坊
市
で
も
実
施
委
員
会
を
結

成
し
、
啓
発
活
動
を
推
進
し
ま
す
。

問
　
社
会
福
祉
課

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
０
８

ステーションステーション

場　場所　　対　対象　　料　料金・費用　　内　内容　　定　定員

納　期　限
今月の納期限は８月２日（月）です
◇固定資産税（２期）
◇国民健康保険税（２期）
◇後期高齢者医療保険料（１期）
◇介護保険料（７月分）

くらしの相談

祝
日
の
移
動
に
伴
う

　市
役
所
の
閉
庁
に
つ
い
て

里
親
相
談
会
が

　
　
　
　
　開
催
さ
れ
ま
す
。

第
71
回

　社
会
を
明
る
く
す
る
運
動

◇心配ごと相談
　時　毎週水曜日
　　　13：00～16：00
　場　福祉センター３階
　問　御坊市社会福祉協議会
　　　☎0738-22-5490
◇人権相談
　時　毎週月曜日～金曜日
　　　 8：30～17：15
　場　和歌山地方法務局御坊支局
　問　全国共通人権相談ダイヤル
　　　☎0570-003-110
　※毎週火曜日９時から16時は、
　　人権擁護委員が常駐しています。　
◇御坊・日高常設法律相談所
　時　毎週木曜日
　　　13：30～16：00
　場　財部会館
　問　和歌山弁護士会
　　　☎073-422-5005
　※事前予約が必要です。
　※30分で5,000円程度の相談料
　　が必要です。
◇行政相談
　時　７月14日（水）
　　　13：00～15：00
　場　福祉センター３階
　問　防災対策課
　　　☎0738-23-5528
　行政相談委員

　　　大川　秀樹　氏
　　　☎0738-23-3908

　　　寺﨑　鈴子　氏
　　　☎0738-22-2152

おおかわ　　ひで き

てらさき　　すず こ

～『日高地域消費生活相談窓口』から～

　申し込んでいない宝くじが当たることはありません。お金を受け
取るための手続きと見せかけ、実際には送金料や手数料と称してお金
を請求したり、個人情報等を盗み取る手口の可能性があります。この
ようなメッセージには返信せず、関わらないようにしましょう。

＜消費生活センターへ寄せられた事例＞
　「宝くじの当選メール」が届き、お金を受け取るために手数料が
必要と言われ、請求されるまま何度も電子マネーで支払ったが、お金
を受け取れない。

心当たりのない宝くじや懸賞に当選したというメールに注意！

身に覚えのないメールが届いたときには、絶対に相手に連絡
しないでください。

◇問い合わせ　消費者ホットライン　☎（局番なし）１８８
　　　　　　　日高地域消費生活相談窓口（市役所1階）　☎0738-52-5288
　受付（平日9時～12時・13時～17時）※土日祝日年末年始は休み

◇問い合わせ　消費者ホットライン　☎（局番なし）１８８
　　　　　　　日高地域消費生活相談窓口（市役所1階）　☎0738-52-5288
　受付（平日9：00～12：00・13：00～17：00）※土日祝日年末年始は休み

　消費生活のトラブルについて、特にご注意いただきたい事例や相談件数の多い
事例についてお知らせします。

６月２8日(月)～７月29日(木)

御坊市文化協会
御坊まちかどミュージアム

日本画鈴蘭会

紀陽銀行御坊支店
南側ショーウインドー


